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＊かっこ書きは、平成２9年度地域別最低賃金額。
＊引上げ予定額は、各地方最低賃金審議会の答申に基づくもので、正式決定ではありません。
資料出所
　https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622_00001.html
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都道府県名 発効予定年月日 発効予定年月日最低賃金時間額
（円）

最低賃金時間額
（円）

平成30年度地域別最低賃金の改定状況（予定）
～ 各地方最低賃金審議会の答申より ～

ご注意下さい！　今年度も最低賃金の引上げが予定されています。

都道府県名

  874 （848）全国過重平均額


